
一般社団法人 和歌山県作業療法士会2018
会長：川　雅弘　　認知症作業療法推進員：坂田　達郎

認知症作業療法 活動報告（概要）

　和歌山県作業療法士会では，市町村からの依頼に対して県士会員を派遣し、認知症予防の
講話や体操の指導を行なっている.認知症初期集中支援事業に関しては委託を受けた病院の
OTがチームに参加している.認知症アップデート研修は11月～12月下旬に開催する予定.認知
症と作業療法士の啓発活動としては作成したパンフレットを研修会や所属病院の院外向けの
イベント等で配布している.
認知症初期集中支援事業
　平成29年度より,和歌山市認知症初期集中支援チームのチームのチーム員として作業療法
士が着任している.
　介護支援専門員と連携を図りながら,支援対象者の支援方針をたて支援を行なっている.又
地域で行われる講演会・研修等に参加することで自己研磨に努めている.

今後の展開
・認知症アップデート研修の継続と認知症に関する研修会の開催
・認知症初期集中支援事業への参加
・認知症予防事業への参加

認知症アップデート研修
　今年度は11月～12月下旬に一回開催する予定.今後の連携も踏まえて県内全ての地域包括
支援センター職員を参加対象とする予定となっている.

啓発活動事業
　『認知症の方への生活支援～作業療法士の活用～』として認知症の方の支援における作業
療法士の役割や作業療法士の視点、作業療法士活用の際の問い合わせ先等記載したパンフ
レットを2017年度に作成配布している.今年度も引き続き研修会や一般向けのイベントにて
配布していく.

<D4$5%0-*+-)A&,LELFA83Fa=A�                                                                        

	�� �����G19TG19;E7����������������

1.0@�
� �	� ��
����-�@�
� ��� ����������������

. 8347548���363 383 9��5:

対応する作業療法士と市町村の担当者が直接連絡を取り、
事業の説明とその中での作業療法士の役割について打ち合
わせを行います。

実際に施設外への派遣に応じることができるかどうかも含
めて調整します。従って契約の内容についてお伺いします。

　和歌山県作業療法士会では認
知症の方の生活支援を行える作
業療法士を養成しています。 

日本作業療法士協会が定めた、
認知症に関する「最新かつ最低
限の知識」を習得するためのカ
リキュラムを和歌山県の多くの
作業療法士が履修しています。

作業療法士活用の　
お問い合わせは 認知症の方への  

生活支援  
～作業療法士の活用～

認知症支援を行える　　　　　
作業療法士養成

＜カリキュラム＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★世界および日本における認知症の課題　　　　　　　　
★認知症の障害の本質と認知症原因疾患への理解　　　　
★認知症作業療法におけるアセスメントとマネジメント　　　　
★行動・心理症状の原因・背景および障害構造の理解　　
★地域支援の実際と課題　　　　　　　　　　　　　　　
★認知症支援の実際と課題

一般社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山県作業療法士会

対応する作業療法とマッチング

下記の事務局へ連絡

対応する作業療法士の紹介

作業療法士（必要な場合は、所属する施設）と契約

事業の開始
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　疾患特異的な認知機能低下や身体機能障害を背景
とした特徴的な言動を理解する医学的視点だけでは
なく、その人を取り巻く物理的、人的環境、今まで
の人生史に配慮した幅広い視点をもち、生活行為の
困り事を本人や家族、多職種と共に考え、必要な生
活行為の維持向上を行います。

◉食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関する訓練
◉家事、外出等のIADL訓練　　　　　　　　　　

◉趣味、就労、社会参加等に必要な作業訓練　　　
◉福祉用具の使用等に関する訓練　　　　　　　　
◉住環境への適応訓練　　

作業療法士の視点

認知症の方の支援における作業療法士の役割

認知症初期集中支援チーム  
◉チーム員の一員として共にアウトリーチに加わり「地域包
括ケアシステムにおける認知症総合アセスメント（DASC)」
や「zarit介護負担尺度」などを用い評価を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◉日常生活に支障をきたしている場合は、生活行為を分析し
「なぜできないのか」「どれくらいできないのか」を把握し
その対応策を具体的に考え、支援や助言を行います。　　　
◉生活環境の確認を行い、環境調整と福祉用具の提案を行い
ます。

認知症予防   

作業療法士による認知症予防に関する講話を行います。日々の生活
の中で行われる「生活行為」が認知症予防になることをお伝えし
ます。身体、脳（精神）を活性化することが大切であり、加齢や
疾患、生活環境により、生活不活発病にならないよう助言します。

人に優しい町づくりへの協力　　　　　　　　　
認知症の方への支援の充実は、行政、団体、事業所のみで行
われるものではなく、町全体の課題であると考えます。地域
ケアシステムや総合支援事業においても、住み慣れた場所で、
人が人を支える優しい町づくりを目指しているものです。作
業療法士は長年リハビリテーションの現場で培われてきた作
業療法の知識、技術を地域の皆さまと共有し、地域住民の皆
さまの健康の増進と、生活の質向上を図ることが、大きな役
割であると考えています。

【チーム員の⼈員配置要件】
次のスライドに⽰すように平成29年度からチーム員要件が⾒直された。
上記チーム員に加えて、チーム員をバックアップし、認知症に関して専⾨的⾒識からアドバイス
が可能な専⾨医を確保すること。

【活動体制】
○ アウトリーチを⾏う場合、チーム員の⼈数は2名以上を原則とし、医療系職員＊1と介護系
職員＊2それぞれ1名以上で訪問する。

○専⾨医は必要に応じてチーム員とともにアウトリーチを⾏い相談に応需する。
○チーム員会議はチーム員（認知症専⾨医を含む）及び対象者の居住する地区を管轄す
る地域包括⽀援センター職員の参加を原則必須とし、その他関係者も必要に応じて参加
可能とする。

＊１ 保健師、看護師、作業療法⼠、精神保健福祉⼠等
＊２ 介護福祉⼠、社会福祉⼠等
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　「認知症予防となる要素は 
　　　　　　あなたらしい日常生活のなかにあります」 

介護予防・日常生活支援総合事業
　和歌山市では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による『WAKAYAMAつれもて健康体
操』を実施.作業療法士はその中で認知症予防講座と体操として認知症予防に効果的な生活
習慣の紹介や運動との関係について話している.


